
～＊～＊～高梁市不妊・不育治療費助成事業について～＊～＊～ 

≪令和３年３月２２日改正版≫ 

 高梁市では、不妊治療（特定不妊治療：体外受精・顕微授精）及び不育治療を受けられた方に対し、経済

的な負担の軽減を図るため、不妊治療及び不育治療費助成事業を実施しています。 

※申請受付期間  治療に係る医療費の支払いが完了した日から６か月以内又は支払いが完了した日の属

する年度の末日までとなります。 

助成対象者要件 

 

①申請日において、申請者又はその配偶者(届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情

にあるものを含む)がともに高梁市内に１年以上住所を有すること。 

②妻の年齢が４３歳未満であること。 

 ※令和２年３月３１日時点の妻の年齢が４２歳である場合は、４４歳に達する日の前日まで

対象者として取り扱う。（新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置） 

③申請日において、申請者及びその世帯の世帯員に市税の滞納がないこと。 

④治療が助成対象者以外の第三者による妊娠及び出産を目的とするものでないこと。 

⑤同一の特定不妊治療又は不育治療に関して、他の自治体(岡山県を除く。)から同様の

助成を受け、又は受ける予定でないこと。 

助成対象治療費 ①特定不妊治療又は不育治療に関して指定医療機関に支払った費用のうち、保険給付

の対象にならないもの。ただし、文書料、室料、食事療養費その他直接治療に関係

のない費用及び凍結された精子、卵子又は授精胚の保存管理費用は除きます。 

②特定不妊治療においては、治療開始後、卵胞の発育不良又は排卵終了のため採卵に

至らない場合を除き、医学的判断に基づき治療を中止した場合においても、助成金

の交付の対象とします。 

助成内容 ＜特定不妊治療費＞ 

 1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精若しくは顕微授精 1回に至る

治療の過程又は体外受精若しくは顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植

1回に至る治療の過程)の助成対象治療費から、岡山県の助成を受けた額又は 15万円を

控除した額（千円未満の端数があるときは、端数は切り捨て） 

※岡山県の助成を受けることができる方は、県の助成額が決定後申請をお願いします。 

＜不育治療費＞ 

 1治療期間(不育治療を開始した日から当該妊娠に関する出産、流産、又は死産に伴

い治療が終了するまでの期間)の助成対象治療費の２分の１に相当する額。ただし、１

年度ごとに３０万円を限度とします。 

指定医療機関 ※県内の指定医療機関は裏面のとおりです。 

申請の受付 高梁市役所 健康づくり課  〒716－8501 高梁市松原通 2043番地 

※郵送での申請も受付します。  

申請関係書類 ①高梁市不妊及び不育治療費助成金交付申請書(様式第１号) 

②不妊治療又は不育治療受診証明書(様式第２号) 

③高梁市不妊及び不育治療費助成金請求書(様式第４号)及び通帳の写し 

④指定医療機関が発行する領収書と明細書の写し 

⑤岡山県の特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(支給を受けている場合) 

支給方法 口座振込みにより支給 

【お問い合わせ先】：高梁市健康づくり課 ℡(０８６６)－２１－０２６７ 

 

 



≪岡山県内の特定不妊治療指定医療機関≫ 

 

指定医療機関の名称 所在地 電話番号 

岡南産婦人科医院 岡山市南区平福 2丁目 6 番 43号 086‐264‐3366 

三宅医院 岡山市南区大福 369－8 086‐282‐5100 

岡山二人クリニック 岡山市北区津高 285－1 086‐256‐7717 

ペリネイト母と子の病院 岡山市中区倉益 170－4 086‐276‐8811 

名越産婦人科 岡山市北区庭瀬 231‐2 086‐293‐0553 

岡山大学病院 岡山市北区鹿田町 2丁目 5 番 1号 086‐223‐7151 

倉敷成人病クリニック 倉敷市白楽町 250－1 086‐422‐2111 

倉敷中央病院 倉敷市美和 1丁目 1番 1 号 086‐422‐0210 

赤堀病院 津山市椿高下 33 0868‐24－1212 

 

≪岡山県における生殖医療専門医を有する指定医療機関≫ 

 

指定医療機関の名称 所在地 電話番号 

岡山大学病院 岡山市北区鹿田町 2丁目 5 番 1号 086‐223‐7151 

岡山二人クリニック 岡山市北区津高 285－1 086‐256‐7717 

川崎医科大学附属病院 倉敷市松島 577 086‐462‐1111 

名越産婦人科 岡山市北区庭瀬 231‐2 086‐293‐0553 

 

 


